
岩手とともに。

奨学金制度のご案内
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奨学金制度規定
１．奨学金制度の目的

当制度は、岩手トヨペット株式会社（以下「弊社」という）が自動車整備士を目指す学生に対
し、修学を支援するために定めた奨学金制度です。

２．業務委託専門学校

●学校法人 トヨタ整備学園

３．対象者の資格
①岩手県内の高等学校に在学中で、上記業務委託専門学校に進学を希望する者。
②専門学校を卒業後、２級、又は１級自動車整備士資格を取得し、弊社に入社を希望する学生。

４．申請に必要な書類
当規定に従い、奨学金貸与を希望する場合は、下記の書類を弊社へ提出いただきます。

①奨学金申請書（別紙）
②履歴書
③健康診断書
④成績証明書
⑤連帯保証人の印鑑証明書
⑥連帯保証人の所得証明書

５．奨学金の額（無利子）

自動車整備科（２年・４年課程）の入学金、授業料、実習費、施設費などの相当額として、
１００万円を上限とし無利子貸与します。

６．審査・承認および通知

弊社は「奨学金制度規定」に定める資格要件及び申請者の「人物・健康・学力等」を「面
接・提出書類・弊社所定の試験等」により総合的に審査し、奨学金貸与の承認/不承認を決定
します。承認された場合は「奨学金貸与決定通知書」を以て申請者本人に通知します。

７．契約
申請者が「奨学金貸与決定通知書」を受領した場合は、速やかに弊社と「奨学金貸与契約
書」を以て契約を締結していただきます。
未成年者が契約を締結する場合には、原則として法定代理人（親権者や未成年後見人）の同
意が必要です。
契約を締結する場合は、連帯保証人を必要とし、印鑑証明書及び収入に関する証明書の提出
をお願いします。

８．奨学金の貸与
奨学金の貸与は、４月入学時点での在籍証明書の確認をもって下記の通り奨学生指定口座へ
振り込みます。

コース 貸与額 ４月
５月以降

(２３ヶ月間)

２年 １００万円の場合 ８万円 ４万円

コース 貸与額 ４月
５月以降

(４７ヶ月間)

４年 １００万円の場合 ６万円 ２万円

４



奨学金制度規定
４月入学後の申請・貸与開始の場合については、貸付総額を奨学生と会社との協議の上で決
定し、残り在学月数で除した金額を奨学生指定口座へ振り込みます。

９．契約書記載内容の変更

奨学生は下記の場合、速やかに弊社に連絡するとともに必要な手続きをとる必要があります。

①休学、復学、転学、編入学、留学又は退学をしようとするとき
②連帯保証人を変更するとき
③本人、連帯保証人の氏名、住所、その他重要な事項に変更があったとき
④奨学金制度の利用を辞退するとき

１０．奨学金の返済
奨学金の返済は、奨学生が入社後弊社指定口座に振り込むか、又は奨学生の申し出により月
例給与から控除することとする。
返済総額は下記の通り貸与額の半額とし、返済が完了し５年間在籍した場合に半額を免除と
する。

貸与額
毎月の返済額
（５０回）

賞与月の返済額
（１０回）

１００万円の場合 ５千円 ２万５千円

奨学金の返済が延滞した場合「年５.０％」の割合で延滞金を課し、請求は連帯保証人に行う。
奨学金の返済中に火災や傷病などのやむを得ない経済的事情の変更によって返済が困難に
なった場合には、願い出ることによって会社は返済期限の猶予、月々の返済金額の変更等に
柔軟に応じることとする。

１１．奨学支援の取止め、奨学金の弁済

下記の各項のいずれかに該当する場合は、奨学金貸与を中止し、又は既に貸与した奨学金の
弁済を求めるものとする。
この場合における具体的な弁済方法等については、経済的事情等に配慮し、奨学生、連帯保
証人及び弊社の三者で協議のうえ弁済方法を定めるなど、原則として、遅延損害金を含めて
任意の弁済を求めることとし、一方的な弁済の請求や債権譲渡を行わないこととする。

①専門学校に入学しなかった、又は不合格となった場合
②専門学校を退学、又は長期にわたって欠席した場合
③傷病のため修学の見込みがないと弊社が判断した場合
④停学、その他処分を受けた場合
⑤留年するなど学業成績又は性行が著しく不良となったと弊社が判断した場合
⑥弊社に採用されなかった、又は採用されたが奨学生都合により入社しなかった場合
⑦弊社に入社後、完済前に退職した場合

但し、「休学、留年」については、やむを得ない事情がある場合、願い出ることによって弊
社が判断し、上記措置を猶予することがある。

１２．紛争の解決

当該奨学金制度について、当規定に定めの無い事案が発生した場合は、申請者と弊社間の友
好的な協議を通じて解決するものとする。

１３．弊社との連絡

奨学生は専門学校在学中、定期的（長期休暇毎）に弊社を訪問し、学生生活の状況（授業の
状況、生活状況）などを総務グループ採用担当者に報告していただきます。

５



奨学金利用モデルコース

《ケース１》

２年コース（２級自動車整備士科）

奨学金 １００万円

２年
奨学金支給

４月：８万円
５月以降（２３カ月）

４万円

卒
業

入
社

５年
奨学金返済
月額（５０回）

５千円
賞与月額（１０回）

２万５千円

半
額
免
除

《ケース２》

４年コース（１級自動車整備士科）

奨学金 １００万円

４年
奨学金支給

４月：６万円
５月以降（４７カ月）

２万円

卒
業

入
社

５年
奨学金返済
月額（５０回）

５千円
賞与月額（１０回）

２万５千円

半
額
免
除
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奨学金申請手続きの流れ

ご相談
弊社の奨学金制度の利用を希望する方は、

下記の窓口へご連絡ください。
制度について詳しくご説明いたします。

奨学金の申請・お申込み・ご相談はこちら
岩手トヨペット株式会社 総務部
総務グループ 担当 菊池・佐々木

TEL：019-651-3211 FAX：019-654-2655
MAIL：12201280@p-iwt.co.jp

申請書の提出
奨学金の申請には、下記の書類が必要です。

①奨学金申請書②履歴書③健康診断書④成績証明書
⑤連帯保証人の印鑑証明書⑥連帯保証人の所得証明書

《提出先》〒020-0066 岩手県盛岡市上田2丁目19-40
岩手トヨペット株式会社 総務部 佐々木 宛

審査＆結果のご連絡
面接と審査の後、結果をご連絡いたします。

奨学金貸与の契約
承認された方には、契約書の記入、捺印をしていただきます。
その際、親権者および連帯保証人の方の自署、捺印が必要です。

指定口座への振込み
指定期日までに弊社から申請者指定口座に奨学金を振り込みます。

①

②

④

③

⑤
７



岩手トヨペット 拠点一覧

盛 岡 支 店
本 宮 支 店
盛 岡北支店
盛 岡南支店
紫 波 支 店
花 巻 支 店
北 上 支 店
北 上 南 店
水 沢 支 店
一 関 支 店

千 厩 支 店
大 船 渡 支 店
遠 野 支 店
釜 石 支 店
宮 古 支 店
久 慈 支 店
二 戸 支 店
沼 宮 内 支 店
西 根 支 店
レクサス盛岡

盛岡市上田2-19-40
盛岡市向中野2-19-33
盛岡市厨川3-12-10
盛岡市津志田中央2-1-35
紫波郡紫波町桜町字浦田6-1
花巻市桜町1-568
北上市藤沢19-14
北上市相去町平林21-84
奥州市水沢佐倉河字鐙田98-1
一関市山目字十二神47-3

一関市千厩町千厩字下駒場170-1
大船渡市大船渡町富沢41-8
遠野市松崎町白岩19-52-1
釜石市千鳥町1-4-5
宮古市磯鶏1-6-7-2
久慈市大川目町3-16-3
二戸郡一戸町鳥越字野月内舘65-1
岩手郡岩手町大字江刈内3-31-7
八幡平市大更19-7-1
盛岡市東仙北2-15-25

＜U-carｾﾝﾀｰ＞

本社ﾏｲｶｰｾﾝﾀｰ ﾄﾖﾍﾟｯﾄｶｰｽﾃｰｼｮﾝ盛岡市上田2-19-40 盛岡市津志田中央2-1-40

〒020-0066 岩手県盛岡市上田2-19-40

岩手トヨペットに関する詳しい情報は
弊社のホームページをご覧ください。
https://iwate.toyopet-dealer.jp/
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